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〇 経 済 産 業 省 告 示 第    号  

 火 薬 類 取 締 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 通 商 産 業 省 令 第 八 十 八 号 ） 第 一 条 の 四 第 七 号 の 規 定 に 基 づ き 、 火 薬

類 取 締 法 の 適 用 を 受 け な い 火 工 品 を 指 定 す る 告 示 （ 平 成 二 十 四 年 経 済 産 業 省 告 示 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の 表

の よ う に 改 正 す る 。  

    令 和 八 年 二 月 十 九 日                     経 済 産 業 大 臣  赤 澤  亮 正   
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）  

改   正   後  改   正   前  
  

一 ～ 三 十 一  （ 略 ）  

三 十 二  削 除  

 

 

 

 

 

 

 

一 ～ 三 十 一  （ 略 ）  

三 十 二  自 転 車 用 ヘ ル メ ッ ト 型 エ ア バ ッ グ （ 圧 力 容

器 付 き の も の に 限 る 。 ） で あ っ て 、 次 の 要 件 を 満

た す も の  

イ  火 薬 （ 過 塩 素 酸 塩 を 主 と す る 火 薬 に 限 る 。 ）

の 量 が 〇 ・ 一 八 八 グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ロ  圧 力 容 器 封 板 開 放 装 置 は 、 電 気 点 火 に よ り 、

圧 力 容 器 の 封 板 を 開 放 す る 構 造 で あ る こ と 。  

ハ  火 薬 を 再 度 充 塡 す る こ と が で き ず 、 再 使 用 で
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三 十 三  削 除  

 

 

 

 

 
き な い 構 造 で あ る こ と 。  

ニ  圧 力 容 器 封 板 開 放 装 置 の 外 殻 は 、 防 錆 性 を 有

す る 材 質 で あ る こ と 。  

ホ  内 部 の 火 薬 が 容 易 に 取 り 出 せ な い 構 造 で あ る

こ と 。  

三 十 三  自 動 二 輪 車 用 着 衣 型 エ ア バ ッ グ （ 圧 力 容 器

付 き の も の に 限 る 。 ） で あ っ て 、 次 の 要 件 を 満 た

す も の  

イ  火 薬 （ 過 塩 素 酸 塩 を 主 と す る 火 薬 に 限 る 。 以

下 こ の イ に お い て 同 じ 。 ） の 量 が 〇 ・ 一 八 八 グ

ラ ム 以 下 （ 二 の 圧 力 容 器 封 板 開 放 装 置 を 有 す る
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自 動 二 輪 車 用 着 衣 型 エ ア バ ッ グ の 場 合 に あ っ て

は 、 当 該 装 置 内 の 火 薬 の 量 が そ れ ぞ れ 〇 ・ 三 二

グ ラ ム 以 下 ） で あ る こ と 。  

ロ  圧 力 容 器 封 板 開 放 装 置 は 、 電 気 点 火 に よ り 、

圧 力 容 器 の 封 板 を 開 放 す る 構 造 で あ る こ と 。  

ハ  火 薬 を 再 度 充 塡 す る こ と が で き ず 、 再 使 用 で

き な い 構 造 で あ る こ と 。  

ニ  圧 力 容 器 封 板 開 放 装 置 の 外 殻 は 、 防 錆 性 を 有

す る 材 質 で あ る こ と 。  

ホ  内 部 の 火 薬 が 容 易 に 取 り 出 せ な い 構 造 で あ る

こ と 。  
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三 十 四 ～ 三 十 六  （ 略 ）  
三 十 七  着 衣 型 エ ア バ ッ グ ガ ス 発 生 器 （ 圧 力 容 器 付

き の も の に 限 る 。 ） で あ っ て 、 次 の 要 件 を 満 た す

も の  

イ  火 薬 の 量 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の で あ

る こ と 。  

(1
)

 点 火 薬 （ 過 塩 素 酸 塩 を 主 と す る 火 薬 に 限

る ） の 量 が ○ ・ 五 四 グ ラ ム 以 下 で あ り 、 か

つ 、 ガ ス 発 生 剤 （ 硝 酸 エ ス テ ル 又 は 硝 酸 塩 を

主 と す る 火 薬 に 限 る 。 ） の 量 が 〇 ・ 〇 四 グ ラ

ム 以 下 （ た だ し 、 硝 酸 塩 を 主 と す る 火 薬 に

三 十 四 ～ 三 十 六  （ 略 ）  

三 十 七  着 衣 型 エ ア バ ッ グ ガ ス 発 生 器 （ 圧 力 容 器 付

き の も の に 限 る 。 ） で あ っ て 、 次 の 要 件 を 満 た す

も の  

イ  点 火 薬 （ 過 塩 素 酸 塩 を 主 と す る 火 薬 に 限

る 。 ） の 量 が ○ ・ 五 四 グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  
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あ っ て は 一 ・ 八 三 グ ラ ム 以 下 ） で あ る こ と 。  

⑵  火 薬 （ 過 塩 素 酸 塩 を 主 と す る 火 薬 に 限

る 。 ） の 量 が 〇 ・ 六 〇 六 グ ラ ム 以 下 で あ る こ

と 。  

（ 削 る ）  

 

 

 

ロ  電 気 点 火 に よ り 、 圧 力 容 器 の 封 板 を 開 放 す る

こ と に よ り ガ ス を 放 出 さ せ る 構 造 で あ る こ と 。  

ハ  火 薬 を 再 度 充 塡 す る こ と が で き ず 、 再 使 用 で

 

 

 

 

ロ  ガ ス 発 生 剤 の 量 が 、 硝 酸 エ ス テ ル を 主 と す る

火 薬 に あ っ て は 〇 ・ 〇 四 グ ラ ム 以 下 で あ り 、 か

つ 、 硝 酸 塩 を 主 と す る 火 薬 に あ っ て は 一 ・ 八 三

グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ハ  電 気 点 火 に よ り 、 圧 力 容 器 の 封 板 を 開 放 す る

こ と に よ り ガ ス を 放 出 さ せ る 構 造 で あ る こ と 。  

（ 新 設 ）  
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き な い 構 造 で あ る こ と 。  
ニ ・ ホ  （ 略 ）  

ヘ  販 売 に 当 た っ て は 、 未 使 用 の エ ア バ ッ グ ガ ス

発 生 器 を 回 収 す る 方 法 を 、 そ の 表 面 の 見 や す い

箇 所 に 容 易 に 消 え な い 方 法 で 表 示 す る と と も

に 、 当 該 エ ア バ ッ グ ガ ス 発 生 器 に 附 属 す る 取 扱

説 明 書 に 記 載 す る こ と 。 た だ し 、 エ ア バ ッ グ ガ

ス 発 生 器 を 用 い る 着 衣 型 エ ア バ ッ グ に 表 示 し 、

及 び 当 該 エ ア バ ッ グ に 附 属 す る 取 扱 説 明 書 に 記

載 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

三 十 八 ～ 四 十 四  （ 略 ）  

 

ニ ・ ホ  （ 略 ）  

（ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

 

 
三 十 八 ～ 四 十 四  （ 略 ）  
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四 十 五  ヘ ル メ ッ ト 型 エ ア バ ッ グ ガ ス 発 生 器 （ 圧 力

容 器 付 き の も の に 限 る 。 ） で あ っ て 、 次 の 要 件 を

満 た す も の  

イ  （ 略 ）  

ロ  電 気 点 火 に よ り 、 圧 力 容 器 の 封 板 を 開 放 す る

こ と に よ り ガ ス を 放 出 さ せ る 構 造 で あ る こ と 。  

ハ  （ 略 ）  

ニ  外 殻 は 、 防 錆 性 を 有 す る 材 質 で あ る こ と 。  

 

ホ  （ 略 ）  

ヘ  販 売 に 当 た っ て は 、 未 使 用 の エ ア バ ッ グ ガ ス

四 十 五  着 衣 型 又 は ヘ ル メ ッ ト 型 エ ア バ ッ グ ガ ス 発

生 器 （ 圧 力 容 器 付 き の も の に 限 る 。 ） で あ っ て 、

次 の 要 件 を 満 た す も の  

イ  （ 略 ）  

ロ  圧 力 容 器 封 板 開 放 装 置 は 、 電 気 点 火 に よ り 、

圧 力 容 器 の 封 板 を 開 放 す る 構 造 で あ る こ と 。  

ハ  （ 略 ）  

ニ  圧 力 容 器 封 板 開 放 装 置 の 外 殻 は 、 防 錆 性 を 有

す る 材 質 で あ る こ と 。  

ホ  （ 略 ）  

ヘ  未 使 用 の エ ア バ ッ グ ガ ス 発 生 器 を 回 収 す る 方
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発 生 器 を 回 収 す る 方 法 を 、 そ の 表 面 の 見 や す い

箇 所 に 容 易 に 消 え な い 方 法 で 表 示 す る と と も

に 、 当 該 エ ア バ ッ グ ガ ス 発 生 器 に 附 属 す る 取 扱

説 明 書 に 記 載 す る こ と 。 た だ し 、 エ ア バ ッ グ ガ

ス 発 生 器 を 用 い る ヘ ル メ ッ ト 型 エ ア バ ッ グ に 表

示 し 、 及 び 当 該 エ ア バ ッ グ に 附 属 す る 取 扱 説 明

書 に 記 載 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

四 十 六  気 泡 発 生 装 置 用 ア ク チ ュ エ ー タ ー で あ っ

て 、 次 の 要 件 を 満 た す も の  

イ  点 火 薬 （ 過 塩 素 酸 塩 を 主 と す る 火 薬 に 限

る 。 ） の 量 が 〇 ・ 一 九 グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  
法 を 、 そ の 表 面 の 見 や す い 箇 所 に 容 易 に 消 え な

い 方 法 で 表 示 す る と と も に 、 当 該 エ ア バ ッ グ ガ

ス 発 生 器 に 附 属 す る 取 扱 説 明 書 に 記 載 す る こ

と 。 た だ し 、 エ ア バ ッ グ ガ ス 発 生 器 を 用 い る 着

衣 型 又 は ヘ ル メ ッ ト 型 エ ア バ ッ グ に 表 示 し 、 及

び 当 該 エ ア バ ッ グ に 附 属 す る 取 扱 説 明 書 に 記 載

す る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

（ 新 設 ）  
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ロ  電 気 点 火 に よ り 、 ピ ス ト ン （ 最 大 変 位 が 五 十

ミ リ メ ー ト ル 以 下 の も の に 限 る 。 ） を 押 し 出 す

構 造 で あ る こ と 。  

ハ  火 薬 を 再 度 充 塡 す る こ と が で き ず 、 再 使 用 で

き な い 構 造 で あ る こ と 。  

ニ  本 体 は 、 ス テ ン レ ス 鋼 そ の 他 の 合 金 製 で あ る

こ と 。  

ホ  外 殻 は 、 防 錆 性 を 有 す る 材 質 で あ る こ と 。  

ヘ  内 部 の 火 薬 が 容 易 に 取 り 出 せ な い 構 造 で あ る

こ と 。  

ト  燃 焼 室 は 、 気 密 性 を 有 し 、 爆 発 及 び 燃 焼 に よ
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り 塑 性 変 形 し な い 材 質 で あ る こ と 。  
チ  作 動 後 の ピ ス ト ン は 固 定 さ れ 、 燃 焼 室 内 の 残

ガ ス が 外 部 に 漏 れ な い も の で あ る こ と 。  

四 十 七  発 生 さ せ た ガ ス を 使 用 し て 消 火 を 行 う ガ ス

発 生 器 （ 摩 擦 点 火 に よ り ガ ス を 発 生 さ せ る 構 造 の

も の に 限 る 。 ） で あ っ て 、 次 の 要 件 を 満 た す も の  

イ  点 火 薬 （ 塩 素 酸 塩 を 主 と す る 爆 薬 に 限 る 。 ）

の 量 が 〇 ・ 五 五 グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ロ  ガ ス 発 生 剤 （ ガ ス 発 生 量 が 一 秒 に つ き 二 千 五

百 六 十 八 立 方 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 及 び 発 熱 量 が

一 秒 に つ き 二 千 九 百 ジ ュ ー ル 以 下 の 硝 酸 塩 を 主

 

 

 

（ 新 設 ）  
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と す る 火 薬 に 限 る 。 ） の 量 が 百 五 十 グ ラ ム 以 下

で あ る こ と 。  

ハ  火 薬 及 び 爆 薬 を 再 度 充 塡 す る こ と が で き ず 、

再 使 用 で き な い 構 造 で あ る こ と 。  

ニ  外 殻 は 、 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 そ の 他 の 防 錆 性 を

有 す る 合 金 製 で あ る こ と 。  

ホ  内 部 の 火 薬 及 び 爆 薬 が 容 易 に 取 り 出 せ な い 構

造 で あ る こ と 。  

ヘ  未 使 用 の ガ ス 発 生 器 を 回 収 す る 方 法 を 、 そ の

表 面 の 見 や す い 箇 所 に 容 易 に 消 え な い 方 法 で 表

示 す る と と も に 、 当 該 ガ ス 発 生 器 に 附 属 す る 取



 

13
 

扱 説 明 書 に 記 載 す る こ と 。  

  

  
  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 八 年 二 月 二 十 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 の 施 行 日 前 に 製 造 さ れ 、 又 は 輸 入 さ れ た 火 工 品 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 


